
令和 5 年度 与那国町会計年度任用職員選考試験実施要領 

 

１ 募集職種、採用予定者数及び職務内容 

職 種 勤務先 採用予定数 職 務 内 容 

保 育 士 又 は 子

育て支援員等 
町内 2 名 詳細は「8．募集内容一覧」でご確認下さい。 

 

２ 受付期間：令和５年 9 月１日（金）から 予定数に達するまで 

 

３ 会計年度任用職員の区分 

パートタイム会計年度任用職員 週 18 時間勤務又は週 21 時間勤務 

 

４ 基本的な勤務条件 

任用期間 任用決定の日から令和６年３月３１日まで 

勤務日数 

勤務時間 
詳細は「8．募集内容一覧」でご確認下さい。 

勤務場所 詳細は「8．募集内容一覧」でご確認下さい。 

給料・報酬 
詳細は「8．募集内容一覧」でご確認下さい。 

※学歴や経験年収、勤務時間に応じて給料・報酬を決定します。 

諸手当 
期末手当、時間外勤務手当、通勤手当、退職手当。 

※条例・規則の定める条件に該当する場合に支給されます。 

給与支給日 
パートタイム会計年度任用職員：毎月末締め、翌月 15 日払い。 

※支給日が土日又は祝日の場合はその前日に支給。 

週休日・休日 

週休日：原則として日曜日。 

休 日：国民の祝日に関する法律に規定する休日、６月 23 日（慰霊の日）

及び年末年始。 

休暇 

任用期間に応じて年次有給休暇を付与（1 年間に最大 10 日）。 

※事由によって特別休暇（有給：忌引、結婚休暇、夏季休暇、産前産後等、

無給：病気休暇、子の看護等）が付与される場合があります。  



社会保険 地方公務員等共済加入。 

公務災害 

沖縄県市町村非常勤職員公務災害補償等組合補償又は労働者災害補償保険

法に基づく補償の適用。フルタイム会計年度任用職員は、連続する通算任

期が１年を超えた場合は、地方公務員災害補償法に基づく制度の適用。 

服務 

地方公務員法に規定する服務の各規程が適用されます。 

（服務の根本基準、服務の宣誓、法令等及び上司の職務上の命令に従う義

務、信用失墜行為の禁止、秘密を守る義務、政治的行為の制限、争議行為

の禁止、営利企業への従事等の制限） 

営利企業従事

（兼業）制限 

フルタイム会計年度任用職員は、営利企業従事制限が適用となり兼業がで

きません。 

パートタイム会計年度任用職員は、適用除外となります。（兼業可・要届出） 

 注）関係条例、規則等の改正が行われた場合は、その定めるところにより変更します。 

 

5 選考試験内容 
① 選考試験内容：書類選考及び面接試験 

 ※選考試験日程及び試験会場等については書類選考後に通知いたします。 

   

6 受験資格及び受験申込 

① 受験資格：地方公務員法第 16 条の規定に基づき、次の項目に該当する者は受験できません。 

 (1) 禁固以上の刑に課せられ、その執行が終わるまで又は、その執行を受けることが無くなる

までの者。 

 (2) 与那国町において懲戒免職処分を受け、当該処分の日から 2 年を経過しない者。 

(3) 日本国憲法施行の日以降において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊 

することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者。 

② 受付期間：令和５年９月１日（金）から 予定数に達するまで 

③ 申込方法：与那国町会計年度任用職員選考試験申込書兼履歴書に必要事項を記入の上、提出

書類を添えて、下記の申込先に郵送、又は直接持参してください。 

(1) 申込書等の配布方法 

直接受け取る方法 与那国町役場総務課にて配布します。 

ダウンロードで入手

する方法 

与那国町ホームページより受験申込書等の様式をダウンロードでき

ます。 

 ・与那国町会計年度任用職員選考試験申込書兼履歴書 

 ・履歴書（枠が足りなかった場合） 

 ※直接受け取る場合：土・日及び祝日を除く午前 8 時 30 分から午後 5 時 15 分まで 

④ 提出書類：（1）与那国町会計年度任用職員選考試験申込書兼履歴書（写真添付） 1 部 

（2）履歴書（申込書兼履歴書において枠が足りなかった場合） 必要部数 

⑤ 受付時間：土・日及び祝日を除く午前 8 時 30 分から午後 5 時 15 分まで 

    



7 その他 
(1) 申込書等の応募書類は返却しません。 

 (2) 申込書等に記載されている個人情報は、与那国町会計年度任用職員に関する書類選考及び

面接、任用手続きに必要な範囲でのみ利用いたします。  

(3) 採用試験に関して提出した書類等の内容に虚偽があると、会計年度任用職員として採用され

る資格を失う場合があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


